
　だが同じく農奴制とはいえ，ロシアとプロイセンとではその基本的性格にかかわる相違もみら

れた。それは，例えば，領主による農民労働のギリギリの収奪によって，国家の主要な担税民で

あるのみならずその常備軍兵士の供給源でもある村・農民の零落という事態の処理に最も端的に

あらわれた。ロシアのピョートル大帝は，農民の租税すなわち人頭税の支払いと兵役の義務の遂

行をその領主に押し付けることによってこの問題を解決し’ 。したがってロシアでは農民の収奪

をめぐる君主と貴族とのあいだの対立は生まれなかったのである。他方，プロイセンの歴代の君

主，すなわちフリードリヒ・ヴィルヘルム1世も2世もその「農民保護」立法に示されるように，

領主による恣意的な収奪が兵士の供給に支障をきたすことを恐れていた。だが「農民保護」は王

領地ではともかく，貴族の私領に及ぶことはなかった。農民の賦役についてプロイセンでは週3，

4日に制限するよう指示されたのに対して，ロシアでは如何なる制限もみられなかったことも恐

らくこの問題と関連があるだろう。以上のように，農奴制の理解は単に領主たる土地貴族と農民

との関係だけでは不十分であり，貴族と王権並びに農民と共同体の関連をも視野に入れて考えな

ければならないと思われる。

　エルベからウラルまで3世紀以上にわたって存続した農奴制は，スミスが言うような「いまな

お」残存しているものでも，エンゲルスの言う「再版」でもなかった。それが東欧にとって最初

の，新しい現象であったという点については最近の研究者の意見はほぼ一致している。初期近代

の東欧にうまれ拡がったこの制度は，上に指摘したような農民の「不安定な土地保有権」や過重

な諸負担・賦役のために，増産のためのインセンティヴを引き出すことができず，結局は技術的

後進性につながっていった。それに対する外からの，最初の批判が先進諸国の植民地の奴隷制度

をめぐる論争の副産物として生まれた。はじめに引用したスミスの指摘もその一部であるが，そ

の頃にはエルベの東でも発散的にせよ，改革への動きがみられた。その先頭に立ったのが，はる

か東のロシアやプロイセンからやってきてグラスゴー大学のスミスの講莚に列なったことのある

留学生たちであったことも付け加えておこう。　　　　　　　　　　（一橋大学社会学部教授）

　　　　　イギリス保守主義の濫筋

The　English　conservatism　in　its　earliest　phase．

永　井義雄
NAGAI　Yoshio

　ジョン・シェビア（John　Shebbeare，1709－1788）は，有名ではない。この国で有名でないだけ

でなく，祖国イングランドにおいても有名ではない。二十世紀末の現在において有名でないとい

うだけでなく，かれの生きた十八世紀において，もともとたいして知られてはいなかった。しか

し，かれの当時に，かれが知る人ぞ知る人物であったことは確かのように思われる。そして，そ

れは，dissenter（非国教徒）たち，とりわけそのうちの改革論者たちに対するかれの反対論のゆ

えであった。わたくしがシェビアに関心を抱いたのも，そのためであり，特にかれにRichardPrice

に対する反対論があるからであった。ちなみに，シェビアは，その政治的性格のゆえに，バーク

とかかわりを持つのだけれども，小松春雄『イギリス保守主義史研究一エドマンド・バータの
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思想と行動　　』（1961年，御茶の水書房），同『イギリス政党史研究一エドマンド・バータの

政党論を中心に一』（1983年，中央大学出版部），中野好之『評伝バーターアメリカ独立戦争

の時代一』（1977年，みすず書房〉，さらには岸本広司『バータ政治思想の形成』（1989年，御茶

の水書房）のいずれにおいても，視野の外に置かれている。わたくしが注目したのも，そんなに

古いことではない。おそらく，1989年秋にわたくしが「フランス革命の思想的衝撃」と題された

社会思想史学会のシンポジウムで触れたのが，この国で最初の言及であろう（永井義雄「希望と

幻滅一イギリスがフランス革命から学んだもの」『社会思想史研究』第14号，1990年，32ぺ一

ジ）。

　シェビアは，事務弁護士兼穀物仲買人の子として，デヴォンシャーのエクゼターに生まれた。

幼い頃，そこのザクライア・マッジ（ZacharaiahMudge，1694－1769）のfreeschoolに学んだ。

人づきあいの悪いことと文学好きとで目立ったと言われる。

　ザクライア・マッジは，肖像画家として十八世紀においては最も有名なサー・ジョシュア・レ

ンルズ（SirJoshuaReynolds，1723－92）家と親交を長く持っていた。マッジは，16才から19才

にかけて3年間，ジョウジフ・ハリット（JosephHallettIII，1691？一1744）のよく知られた学

校に学んでいる。以上すべての人びとがデヴォンシャーの出身である。マッジはしかし，非国教

徒の学校に学んだけれども，18世紀の20年代に国教会に転じた。かれの説教はあまり実際的では

ないと言われた（Dr．Johnson）けれども，ずっと後になってもチャタム伯の愛読書の一つであ

り，オタスフォードで読みつがれた。1739年に自選の説教集を編んでいる。そのうちの1つ，「統

治の起源と義務（The　origin　and　obligations　of　govemment）」を1793年にバータが，反ジャコ

バン思想の典型として再刊している。バータは，レンルズの家でマッジに会ったのだった。

　シェビアがマッジに学んだのはいつ，どこにおいてであったか，はっきりしないところがある

けれども，おそらくマッジが国教会に転ずる以前であったと思われる。1717－18年の冬にマッジ

は，エクゼターを離れてしまうからである。もっとも，エクゼターを離れる前のマッジは，レン

ルズ家の営む学校の教師を勤めていたという記録があって，みずからfreeschoolを営んでいたの

がいつであるか，はっきりしない。

　シェビアは，16才で外科医の修業に入り，やがて自立し，1736年にはブリストルに移った。1752

年パリに赴き，Academy　of　Sciencesのメンバーとなっている。政治的パンフレット著作家とな

るのは，1754年で，最初は小説の形で議会を批判した（Th6脚7吻88α64のちに〃α’7吻伽yとし

て1755年と1766年に再刊）。残念ながら，当センターはまだこれを購入していない。この小説が政

治的であるのは，当時，改革を推進していたLord　Hardwickの政敵　Duke　of　Bedfordに捧げら

れていることで分るであろう。シェビアは，この作品によって投獄される。

　1755年から1770年にかけて，8つのパンフレット，しかし主として1755年から1758年にかけて，

そのうちの7つを書く。これらは，いずれも「イングランド国民に」宛てられており，一貫して

反ウィグ政権の姿勢を鮮明にしたものである。時論として何を論じたかは，タイトルに示されて

いるから，以下にタイトルを掲げる。（〉内にあるのは，当センター所蔵の6つのパンフレット

の分類番号である。ただ，これらのパンフレットのドキュメンテーションには分らないことが多

い。BMカタログとNUCとで，またNUC自体において，版を示さずにタイトルが微妙に違う

ものがあるけれども，今は問わないことにせざるを得ない。Goldsmiths・KressやSabineの所蔵書

目は書誌的にはあまり参考にならない。

　1（第一書簡）

一13一



　／1　」6あ67　60　オhθ　ρθoρ」（9　げ　En8凌znd　・乙6甜6γ　正　0％　♂h6　1）z召s6n≠　s髭z‘‘zあoη　αnゴ　ooアz4祝6∫　（ゾ

　　π読o磁！励嬬，London1755．〔NUCによれば，第2版も1755年刊，第3版以降は1756

　　年刊で，第6版まで知られている。第4版でfirstがタイトルの最初に付加されるようであ

　　る。〕

　〆1万鰐！　1θ∫孟ε7　渉o　‘h6カ601）」召　（ゾE盟8よαη40％　∫h6ρ名召sε％♂sπ放z蕗o％αη4　60㌶4％‘彦　（ゾ　ηごz顔oπα」

　　痂’鴬，4thed．，London1756．（貴A－712）

　　　　，6thed．，London1756．（貴A－649）〔ただし，この第6版というのは第一，第二，

　　第三書簡の合冊本につけられた版数であって，うえの第6版と違うのではないかと思う。

　　NU　Cの記録する第6版は合冊本であることを述べていないからである。〕

II（第二書簡）

　／1　」6∫’67　ごo　孟hθ　ρ602り1（ヲ　ρブ　Eng孟‘z％鼠　0箆ノわ名6憩η　s％6sズ4ズ6昂　sκわsゴづ毎勿y　‘z7ηzゴ6s，　‘zn4　’h6」7

　　60ns6g％飢66s’o≠眺滋∫ガoη，London1755．〔NU　Cは，このタイトルの書物を全く記録

　　しておらず，すべてsecondを含むタイトルになっている。しかし，当センターはsecondを

　　含まないタイトルの第2版を所蔵する。（貴A－B35）〕

　、4s600n4」6漉7！o∫h6ρ60ヵ」θげEn8」伽4，……〔NU　Cはこのタイトルの第4版，1756年刊

　　までを記録する。当センターは第4版を所蔵する。（貴A－712）NU　Cによれば，第3版

　　は，1755年刊に32pp．のものと56pp，のものの二種，それに1756年刊の全部で三種があること

　　になっている。当センターの（貴A－649）は第6版と称する合冊本である。〕

m（第三書簡）

　／1　！h歪名ゴ　」6あθ7　60　’h61）60ρ」6　げ　EηgJ‘zη4，0η　」ガδ67む，鱈ε昂　απ4　！hθ　α鋤1廊α廊07z　（ヅ　ρ麗δだ6

　　別碗既London1756．〔NU　Cによれば，初版には二種がある。34pp．のものと60pp．のもの

　　で，第2版は60pp．になっている。第4版までが記録されており，すべて1756年刊である。

　　当センターは，34pp．の初版を2冊，60pp．のものと第4版（64pp。）とを各1冊，それに合

　　冊本中の1冊を所蔵する。（Franklin7551，7552．以上34pp．Franklin7554は60pp．

　　貴A－712は第4版。貴A－649は合冊本〉〕

lV（第四書簡）

　∠1ノわz67’h　J（3甜67　渉o　孟h61）601）Zε　（ゾE銘8如7z4」On　孟h6　00n4％6渉　〔ゾ’！h6　ルf一（3鴬　プ％　α〃勿多z66亀

　ノZ66孟s，‘z7z4‘z7解づ6＆　sln（ン6　‘h6ノ｝猟sオ　4伽π～鴛（♪6s　on　∫h6　0hガo，オo　云h6　たzた歪冗9　（ゾ　〃ゴno名じα　勿

　　孟h6F名6n‘h，London　1756．〔NU　Cには，1756年刊の第6版までが記録されている。これ

　　は，七年戦争に関連していることが明白に読み取れる。ケベックヘの流刑問題，アメリカ・

　　インディアンとの貿易などが論じられている。当センターは二種所蔵する。貴A－649は先

　　行三書簡の合冊本（合冊本として第6版と思われる）に合冊されてはいるが，これは後年

　　の所蔵者による合冊らしく，第四書簡としては初版のようで，扉裏の正誤表は，第二版（貴

　　A－712）ではなくなって，本文は誤植が訂正されている。初版も第二版も，誤植とその訂

　　正以外には違いはなく，ぺ一ジ数（111pp．）も同じである。しかし，Franklin7553は，1756

　　年刊と記されているものの，版数の記載がなく，ぺ一ジ数43pp．の異種である。NU　Cに

　　も，版数の記載がなくて，ぺ一ジ数が49pp．56pp．69pp．80pp．（いずれも1756年刊で，大

　　　　　　　　し　　きさも19cm～20；cm）とさまざまな異種が記録されている。N　U　Cで版の明示があるのは，

　　当センター所蔵のFranklin7553と同じ第二版（i＋111pp．20cm）である。〕

V（第五書簡）
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　A那ん鰭6灯o彦h6卿卿げEng勧4・烈h6s珈襯・nφ伽6・箆s撫’肱αn4オh6
　　麗66ssめ7げ薦δ¢初g　z6s云o〆綴London1757．〔NU　Cは，版の明示のない三種を記録す

　　　る。いずれも1757年刊である。62pp．19cm；99pp．21．5cm；199pp．8。。第二版と明記され

　　ているものも1757年である。当センターは第二版を所蔵する。（貴A－649，iv＋99pp．）は，

　　NU　Cの記録する第二版の一つと同じであるが，NU　Cはもう一つの第二版（121pp．20cm）

　　　を記録する。〕

　Vl（第六書簡）

　且s厩hJ魏7’o孟h6ρ60ρ♂6φE曜α嘱・瞬h6ρ名09名6ssげn吻雇舷n∫初画6h薦s

　　s伽η，伽μh召卿s6n69名砺伽7厩F㈱6θ，αn46α鰍耽sげ撚難α‘加，卿・痂9

　　孟o渉h召歪解z紹舵oθ（ゾ施％oz7670麗彦h6Coz耀6以sのr　Eng旋zn鳳London1757。

　　　〔シェビアの問題意識が端的に表われた作である。NUCでは，版次の記載のないものが

　　　4点あり，そのうち3点は1757年であるが，56pp．18cm；121pp．22cm；121pp，19cmとすべ

　　て微妙に違う。最後のものは製本のさいに小さくなったと考えられなくはないが，今は分

　　　らない。もう一点は1758年（80pp．）であるけれども，第二版，第四版と明示されているも

　　　のも，1757年刊である。当センターの蔵書も第二版（貴A－649）である。〕

　Vll（第七書簡）

　　且s膨轍敏ε灯o渉hゆεo卿げEng伽4乙φo兜力oあ’ガ副醜耽8襯8伽ガo！纏，
　　力oo房漉窺αn46∂πoo7耀ρ∫α04London1758．〔NU　Cでは・二点が記載されている。

　　　1758年（59pp．）と1762？年（78pp．〉である。この書物で，シェビアの反改革的，保守的性

　　格は極端になった。この書物で起訴されることについては，後に述べる。〕

　V［H（第八書簡）

　　肋6㎏h孟h」磁灯・∫h砂6・卿げEng伽鳳・η漉6卿67げ伽襯嫌磁・初瞬h6
　　　C。彫脚ns．初画6h面sshεω㌶，孟履孟h6s吻6ぬs航s顔池ぎ¢吻観46競・・4δ虹h・sε

　　　2〃ho　h側εω7魏6％就加7sJ吻φ！h6卿g語o％，London1770．〔NUCはこれ以外のものを

　　　記載していない。〕

　シェビアの書簡体政治パンフレットは，これ以外にもあるし，これらのうちフランス語，ドイ

ツ語に訳されたもの，またこれらに関連したシェビア批判のパンフレットなど，書誌的にはまだ

挙げるべきことは多いが，割愛する。ただ一つ，バークに関連した書物のみ，挙げる。　これも

残念ながら当センターはまだ入手していない。、4n伽sω6γ渉o云hε勿n6廊ゆθ召6hげE4解％％4

B嫌θ，Esσ．ゆo伽初渉h6∬o毎s6φCo吻彫o郷，A加」ヱ917簿。1n画6hh♂s々ηo魏磯初

ρ・勧し169油鰭，hκ耀nた綴h該s切，・・郷耀κ召磁伽α膨．奮伽4助鯉痂訟h∫s

α即解翻sα名卿幼瞬翅r♂h66・漁6財α伽縮翻α≠加ゑs捌砂4吻嘱卿hゑs・剛・沈
如」召κ孟3‘z7601召α7砂6ゆos召4オo加6zo，〆14ゴ76εs64孟o！hθ1）60ρ！6（ゾE％gJα，z鳳London　l775，（2nd　ed．，

London1776．いずれもiv，222pp．）ここにおけるバータの演説は，助8θoh‘ゾE4挽％n4β％漉6，Esσ，

oη・4窺顔6伽伽∫♂oη．イ4加」1g，1774，London1775〔NUCは1774年のブリストル版を記して

いるが，どういうものか分らない。ロンドン版としては1775年が初版から四版までの刊年のよう

である。Menger，Eng・218は初版，Franklin3664は二版・Franklin3668は四版である・ただし

NU　Cは1783年の四版をも言己している。〕であって，tea　duty撤回を主張し，イギリス政府がボス

トン港閉鎖行動に刑事罰を課すことと，マサチュセヅソ憲章を無効とすることとを決定したのに

反対するものであった。シェビアは，これらのイギリス政府の政策に賛成であったから，シェビ
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アとバークとが，政治的および思想的に一定のへだたりを有したことは間違いない。バータが周

知のようにロッキンガム派ウィグであったのに対して，シェビアはウィグに一定の距離を置いて

いた。

　最初の小説作品がDuke　of　Bedfordに捧げられたことは前に書いた。しかし，加飽鴬oπ’hεEπg傭h

nα吻η，by　Batista　Angeloni，a　Jesuit　resident　in　London，1756という偽名の書物ではウィグの

一領袖DukeofNewcasteを批判する。ここではボリングブルッタがシェビアに思想的に大きい

影を落している。1758年1月23日，シェビアは，その『第七書簡』のゆえに印刷者，出版者とと

もに，白紙逮捕状により拘留される。この時，審理に当るのがウィルクス事件の時のプラット判

事（後のマンスフィールド卿）であるが，プラットはこの時には白紙逮捕状を無効とすることな

く陪審に評決をゆだね，そのうえで罰金と三年の刑を七年の猶予つきで宣告した。亡くなった国

王に対する風刺はほとんど反逆罪だとプラットは考えている。それにもかかわらず，やがてシェ

ビアは，1764年，ジョージ・グランヴィルにより年200ポンドの年金が与えられるようにほから

れ，それ以後シェビアは宮廷の擁護者になった。その前年，シェビアは，7、h6h’s云o型げJh8ε男6θ1！6η6θ

‘z％4　4661歪η6　（ゾ　直h6　ズns∫∫渉z‘彦o冗s，761㎏ガoκ，　彪ωs，〃z‘z伊zn¢鴛，αアz48召％ズz‘s　（ゾ　≠h召Sz‘”zα∫名召％s，αnゴαブ

！hθ泥s’o鵤‘如％漉θz6‘ゾ初漉6形憩ηφ且規％解’h漉εThか4London1763，2vols．を書いてい

る。これも，ボリングブルックの思想を借りてウィグを批判したものであった。だから，バータ

とは，はっきりと政治的には違うし，思想的にも，バータはボリングブルックの「愛国王」のよ

うな国王親政の古びた観念をその最初から超克している。バークの『自然社会の擁護（A∂初4初吻η

げπ‘z渉％ηzJ　so6歪θ砂＝oろ‘z　z雇6ω　（ゾ∫hε”zZs6万6s‘zη46∂記sαπs’鴛9≠o　卿‘z麗々歪ηゴ〃o形θ∂6勿y母）66勿s

げαπ哲‘勿J　so6勿顔1nα」8’渉俳∫o　Lo毎＊＊＊＊，London1756）』のLord＊＊＊＊とは，ボリ

ングブルッタであって，当センター所蔵書（Men葛er，Eng．218）にはBolingbrokeと書き込みが

ある。（ただしおそらく，メンガーの筆跡ではない。）この書物は，ボリングブルッタが腐敗した

ウィグ寡頭支配を「愛国王」により整序しようとしたのに対して，ボリングブルッタの目指すい

わば宮廷革命が政治と宗教との根幹を破壊することを説く。

　バークが，政治的にロッキンガム派ウィグであったのに対して，シェビアの政治的位置はどの

あたりにあったであろうか。シェビアに酷似した軌跡を現実の政治の舞台で，それも政治の表舞

台の第一線で鮮明に描いたのは，第三代ビュート伯ジョン・スチュアート（Bute，3rd　Earl　of，〔John

Stuart〕1713－1792）である。イートン校にHorace　Walpole，fourth　Earl　of　Orford，（1717－

1797）と前後して学んだビュートは，ボリングブルックに傾倒し，国王親政論を皇太子の子供た

ちに吹き込み，また同じ教育目的のために，SirWilliam　Blackstoneの『イングランド法注釈』

のかなりの部分の草稿を，その刊行のかなり以前に入手して，教えた。国王をウィグ支配から解

放して議会の上に置くことを政治理念とするビュートは，1763年には対仏講和を成立させ，成功

に乗じて，ニューカースル，グラフトン，ロッキンガムを辞任に追い込み，ウィグー掃に乗り出

す。シェビアが年金を与えられた1764年は，ビュートの政治的影響力が頂点に達していた。七年

戦争のパリ講和は，各界から不評で，1765年には政治力にかげ1）がさし始める。1778年，ビュー

トとチャタムとの和解は不調に終り，ビュートの政治生命の終りが確認される。シェビアは，こ

のようなビュートと年金授受以外にかかわりを持った形跡はないけれども，ビュートに近い政治

的，思想的軌跡を描いたと考えてよい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

　さて，プライス批判のシェビアの書は，次の通りである。タイトル中に，バータに対する態度
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の変化を確認されたい。、肋6ss砂on渉h6碗4％，餌o野6ss伽46s励漉h解6窺φη盈o綴J　sooガ6顔

ガnωhガ6h孟h召ρ7∫noゆ16s　（ゾgo∂67π窺6n4　孟hε44珍zズ渉ガo％s　αプ1）勿sぎαz4　鈴zo名α4　0」加4　απ4　7ε」恕ゴo％s

伽吻，60痂吻4初翫P厩奪0δs碗伽ns，翫膨加吻ε鞭痂ε4伽4吻」砂名吻’64’
云096∫h67　ω’≠h‘zブ％s∫葬6‘zあoη　（ゾ　∫h6169乞s出‘z∫z6彩ε，ガκ名20勉6勿¢9／1窺（3万6‘z云o　oわ64飽η06δツノわ7‘a　7b

ωh記h　ゑs　‘z4464　‘z％　‘zρρθn4㍍　oη　∫h6　ε冗‘θJJωπ　‘z鴛4　‘zゴηz乞π～δ！6　♂％　”光βz‘z々6奪　s660ηゴρ万n彪4

s卿60hφ渉加22n4げMα7‘h，17Z5，London1776．当センター所蔵は第二版（同年）で，以下，

こ’れによる。

　まず，タイトル最初のnational　societyという表現に注目したい。プライスたちのロック主義

者は，社会形成の基礎を自然人の契約に置くから，社会把握から民族的視点は欠落する。シェビ

アは逆に，この視点からのみ，社会を把握する。ブリテンの議会は，アメリカを含めたthenationa1

1egislature（P．〔1〕）と呼ばれる。この「国民的立法府」がアメリカを含む以上，これとは別

個のcommunitiesを作ることはumaturaloppositionである。イングランドにおけるこの「不

当な反抗」（rebellionとも言われる）の理論的代表がプライスと目されたのであろう。プライス

がアメリカ独立を支持する理論的根拠とした四つの自由を論破するのがこの書物の主眼であった。

以下，その主眼をごくかいつまんで紹介する。

　プライスの順に従って，physical　libertyがこう論駁される。人類は代々その生命を伝えるも

のだとすると，すべての個人に生存のfacultiesとrightsとがあるけれども，前者はそのenergy

とoperationとにおいて制約があり，後者は誰にも得られるとは限らない。例えば，暗黒で見え

ず，遠い音は聞えず，意志に反する自然による力は身体の自由を奪う。捕えようにも魚や鳥は逃

げる。「身体の自由は意志に一致して行為することではない」（p．10）と，プライスを否定し，「諸個

人に与えられている自然的力能のさまざまな程度に応じて行為することである」と，シェビアは

言う。つまり，意志の問題ではなく能力の問題に自由の焦点をずらして批判したのである。「人の

意志に反する力，隷属状態に人を置く力こそが…自由の唯一の源泉である。」

　moral　libertyも同じである。食料をめぐる人間相互の争いから，tribes　and　nationsが生じ，

また同じ理由でtribes　and　nationsが個人に分解する。reasonは自己保存のためにここで登場

し行為の規則を作る。そうだとすると，moral　libertyとは，「観察と内省とによ『）実際に生じる

正邪の普遍的確信に服するのを認めることではないであろうか。」（pp．15－8）

　次いで，プライスの順が替えられて，civil　libertyが論じられるが，religious　libertyのあと

再びcivil　libertyが論じられるので，civillibertyは二つに分けて議論されることになる。civiI

libertyの前半の論議は，上述の二つの自由の論議で，national　societyが人びとの％α‘瀦観and

so6観rightsの保持には不充分であることが分ったから，個人，種族，国家に共通感情，すなわ

ちa％罐o照l　mindという個別意志の統一を作る必要があり，そのための制約が必要だと，シェ

ビアは言う。a　o魏J　govemmentがそれである。そして，人びとがnationに統合されると，個

人の権利はthe　right　of　nationになる。プライスは，各人が自らにとっての立法者だと言うが・

多数決の国民では，多数の意志は少数の意志に対立する力となり，少なくとも少数者は自由と言

えないと，シェビアは批判する。いずれにしても，civil　govemmentは，「優れた英知に富む少

数者」により作られるのであって，プライスの言うような「大衆に起源を持つはずがない。」authority

なしには民衆はrabbleに過ぎない。（pp21－46）

　宗教は，正しく行為することへの力であるから，一国の正しい統治と統合のためには，一王国

に宗教がestablishされるのが「便宜」である。シェビアはそれをa　national　religionと呼ぶ。
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宗教が民衆を分裂させる時，力は弱まりもする。こう述べて，シェビアは，「真理，自由そして理

性」というロック主義的キー概念を「有害」として斥けつつ，‘theutility…is　theonlyproper嬬渉

of　their　truth’（p．52）と・功利主義的傾斜を示す。かれはここから，立法府による宗教に対する

干渉を擁護し，暗に，宣誓法と自治体法との廃止を求める非国教徒の要求を拒否する。この宗教

的自由については，シェビアは他のいずれの論点にもまして，ヒステリックですらある。プライ

ス流に考えれば，親殺しも道徳的，宗教的自由の権利に基づき良心の決定に従ったとして，法に

より寛容されることになる，とさえシェビアはノンセンスを述べる（pp．61－63）。

　以上を要するに，プライスの身体の自由によれば人は虎になり，道徳的自由により野獣になり，

市民的自由により自由そのものがなくなる。そしてこれらが宗教的自由とあわさって，人を「権

利なく所有なくまた良心のないあわれないやしい動物」にする（p．68）。

　以上，四つの自由を検討した後，シ江ビアは，プライスの言う「市民的自由」，すなわち市民社

会の自由（独立）という問題に向う。結論を急ぎたいが，一つだけ，プライス批判で当っている

点に触れておきたい。プライスは，ブリテンを自由な国と考えるのだが，大多数の者が選挙権を

持たないから自由ではないとも考えている。これはaslenderselfcontradiction（p．75）だとシェ

ビアは述べたのである。後にバークが，『フランス革命の考察』でプライスの選挙法改正論を批判

するのと対比すれば，これは未熟な批判に過ぎず，政治思想としてバークにははるかに及ばない

ことを示している。

　いずれにしても，統治が人民に根ざすというロック主義を否定して，主権は王権であると示唆

しつつ，その根拠を民衆にないsuperior　understandings　lこ置く議論は，それ以前の「立法者神

話」を継承しつつ，アメリカの独立革命とそれを支持する者たちとの理論に立ち向い，一切の改

革の前に立ちふさがるものであった。アメリカ側の「代表なくして課税なし」という主張に対し

ては，Trecothick，Huske，Crugerという名前を挙げて，ブリテン議会に議席を有するアメリカ

人の存在をもって，反論する。確かに，例えばクルーガー（Henry　Cruger，1739－1827）は，祖

父以来のアメリカ在住者である。1774年選挙に際してブリストルから立候補し，‘Burke，Cruger

and　Liberty’というスローガンでバータとともに議席を得たことで知られている。クルーガーは

若い頃に祖父の地ブリストルに戻り，アメリカ貿易を営んでいたのであった。後にはブリストル

市長をも勤め，やがて再び独立後のアメリカに帰ってニューヨーク州上院議員にもなった。一定

資格のアメリカ在住者がブリテン議会の有権者であったことは確かであるけれども，アメリカ人

一般にそれが制度的に開放されていたわけではない。シェビアの論理はほとんどすべて，自分に

好都合な個別的事実の一般化に基礎を置いていたと言うことが出来る。しかし，この点では，さ

すがに論拠として薄弱であることをシェビア自身は，なかば自覚したらしい。投票のためにはイ

ングランドに来なくてはならない不便があって，事実上アメリカ人有権者の権利行使は閉ざされ

ていたから，シェビアにとって都合の悪いこの事実が仮に解消されて，アメリカ人有権者に「便

宜」がはかられても，ニューイングランドの長老派は反抗するであろうと，かれは述べる。狐が

鶏を盗み，狼が子羊を殺すのがinnate　and　naturalであるように，かれらにとってrebellionは

そうなのだと，かれは論断した（p．94）。

　この論断の以前には，さまざまな地域が一つの国家をなしている特徴を六つ列挙して，アメリ

カがブリテンの一地域であることを証明する努力を，シェビアはしている。しかし，たとえどん

な論理を展開してみたところで，最後にこのように断を下すのならば，みずからの論証をみずか

ら無にしている。保守であれ革新（革命）であれ，事実と論理に立たない論難を前提に立論する
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ことは無意味である。シェビアがこのような無意味に熱中したのは，チャタム伯を筆頭とするウ

ィグ寡頭制に感情的に反発していたからである。そしてまた，反理性を公言するかれにとっては，

ウィグの残したいわばつけのようなアメリカ問題はブリテンの秩序にとって破壊的であった・ア

メリカの分離と国内の改革を許してはならないというのがかれの立場である。それらは，ブリテ

ンの分解を意味すると思われたからである。こうして，シェビアのプライス批判は，志の低い，

卑しいものとなった。

　プライスは，ブリテンがこれまでハノヴァーに多くのものを与えたけれども，それだからとい

ってハノヴァーの内政に干渉する権利はブリテンにはないと言った（永井義雄訳『市民的自由』

未来社，1963年，44ぺ一ジ）。それにからめて，シェビアはこう書いた。「言わせてもらうなら，

あまりに多くのことがハノヴァーのために行われて来たが，現治世ではない。以前の治世にウィグ

と非国教徒とがやったことだ。……ハノヴァーはグレート・ブリテンの主権に服していない。事

実それは，別の王の所領であり，まるで他人のもののようなものだ。ハノヴァーのために行われ

たことはすべて条約に基づいたものであった。だから，わが国には法律を作ってハノヴァーに与

える権限はなく，それは日本に与える権限がないのと同じなのだ。」ハノヴァー援助など余計な

ことをしたのは，ウィグと非国教徒であったと言うのである。日本はこの時，ハノヴァー侯国と

の関連で，どのようにイメージされていたのであろうか。

　シェビアの保守主義は，フランスとの国際競争の中でフランスに対する劣等意識（「第六書簡」

参照）を基礎に，ウィグ寡頭支配に対する不満と反感とから徐々に醸成され，アメリカ分離の危

機意識にりよ一層自覚的なものとなったように思われる。それ故，アメリカの分離独立を正当と

するロッキアン達に対するシェビアの論難は，フランス革命の際のイギリスの危機意識としての

バーク達の保守主義に接続する。もっとも，アメリカの分離独立は，イギリスの憲政間題である

よりは，むしろ経済的利害得失の間題であったが，フランス革命は，イギリスにとって憲政問題，

なかんずく国教会制度の問題であった。これが，バータの論議を政治思想の高みに押し上げた。

しかし，もっと民衆に近いレヴェルにおいては，やはり民衆に近く位置していたシェビアにもっ

と濃密に接続したのは，ジョン・リーヴズ（John　Reeves，1752－1829）であった。リーヴズが主

宰した『自由と所有を守る会（The　Association　for　preserving　liberty　and　property，founded

in　l792）』は，バークの議会内活動に呼応するかのような院外政治団体であって，フランス革命に

対する危機意識の濃厚なイデオロギッシュなものであった。この組織が，1791年のバーミンガム

暴動（J。プリーストリ〔Joseph　Priestley，1733－1804〕達に対する迫害事件）に接続して生じ

た類似のマンチェスター暴動（1792年12月11－12日）の裏にちらついているように思われる。父

ピールと結びついた「マンチェスター自由・秩序・財産保全協会（The　Associationfor　preserving

liberty，order　and　property　in　Manchester）が，この暴動の教唆者であったことは今日では明

白であり（永井義雄「環境形成論の形成環境」，ロバアト・オウエン協会編『ロバアト・オウエン

と協同組合運動』家の光協会，1986年，94ぺ一ジ），そしてこのマンチェスターの「保全協会」と

リーヴズの「会」とが無縁であったとは考え難いからである。

　しかし，ジョン・リーヴズについては，稿を改めて述べたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一橋大学社会科学古典資料センター教授〉

一19一


